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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末機器の第１筐体と第２筐体を互いに相対的に開閉させる２軸ヒンジであって、前記
第１筐体側へ取り付けられる第１ヒンジシャフトと、前記第２筐体側へ取り付けられる第
２ヒンジシャフトとを複数の連結部材で平行状態に連結して互いに回転可能に設け、前記
第１ヒンジシャフトと前記第２ヒンジシャフトを選択的に回転させる選択的回転規制手段
を有するものにおいて、前記選択的回転規制手段を、前記第１ヒンジシャフトと前記第２
ヒンジシャフトをそれぞれ回転可能に挿通させて対置させた連結部材の間に上下動可能に
設けた第１ロック・解除部材と、この第１ロック・解除部材を挟んで上部側と下部側に前
記第１ヒンジシャフトと前記第２ヒンジシャフトにそれぞれ回転を規制されて設けられた
第１Ａロックカム部材と第１Ｂロックカム部材とから成る第１選択的回転規制手段と、こ
の第１選択的回転規制手段に隣接して設けたところの前記第１ヒンジシャフトと前記第２
ヒンジシャフトをそれぞれ回転可能に挿通させて対置させた連結部材の間に上下動可能に
設けた第２ロック・解除部材と、この第２ロック・解除部材を挟んで上部側と下部側に前
記第１ヒンジシャフトと前記第２ヒンジシャフトにそれぞれ回転を規制されて設けられた
第２Ａロックカム部材と第２Ｂロックカム部材とから成る第２選択的回転規制手段と、で
構成し、前記第１選択的回転規制手段と前記第２選択的回転規制手段によって、前記第１
筐体と前記第２筐体を所定の順序でその開閉方向を複数段階に切り替えて開閉させて、閉
成状態の０°から全開成状態の３６０°に渡って複数の開成角度毎に開閉できるように成
したことを特徴とする、２軸ヒンジ。
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【請求項２】
　前記２軸ヒンジは、第１ストッパー手段と第２ストッパー手段とから成るストッパー手
段を有し、前記第１ストッパー手段は、前記第１選択的回転規制手段と前記第２選択的回
転規制手段のいずれかの連結部材を兼ねるストッパープレートの下部側に設けた第１スト
ッパー片と、前記第１Ａロックカム部材或は第２Ａロックカム部材の外周の前記第１スト
ッパー片と対置する位置に設けた第１突起部とで構成し、前記第２ストッパー手段は、前
記連結部材を兼ねるストッパープレートの上部側に設けた第２ストッパー片と、前記第１
Ｂロックカム部材或は第２Ｂロックカム部材の外周の前記第２ストッパー片と対置する位
置に設けた第２突起部と、で構成したことを特徴とする、請求項１に記載の２軸ヒンジ。
【請求項３】
　前記２軸ヒンジは、第１フリクショントルク発生手段と第２フリクショントルク発生手
段から成るフリクショントルク発生手段を有し、前記第１フリクショントルク発生手段は
、前記連結部材を兼ねる第１フリクションプレートと、この第１フリクションプレートに
対向させて設けた他の連結部材を構成する第２フリクションプレートと間に前記第１ヒン
ジシャフトに回転を規制させて取り付けた第１フリクションワッシャーと、前記第１フリ
クションプレートと第２フリクションプレートを前記第１フリクションワッシャーを挟ん
でその両側に圧接させる第１弾性手段とで構成し、前記第２フリクショントルク発生手段
は、前記第１フリクションプレートと前記第２フリクションプレートの間に前記第２ヒン
ジシャフトに回転を規制させて取り付けた第２フリクションワッシャーと、前記第１フリ
クションプレートと第２フリクションプレートを前記第２フリクションワッシャーを挟ん
でその両側に圧接させる第２弾性手段とで構成したことを特徴とする、請求項１に記載の
２軸ヒンジ。
【請求項４】
　前記２軸ヒンジは、第１吸込み手段と第２吸込み手段から成る吸込み手段を有し、前記
第１吸込み手段は、前記第１ヒンジシャフトを回転可能に挿通させて設けたところのカム
プレートの軸受孔の周りに設けた第１Ａ湾曲カム凹部及び第１Ｂ湾曲カム凹部と、前記第
１ヒンジシャフトに回転を規制されて取り付けられ、前記第１Ａ湾曲カム凹部及び第１Ｂ
湾曲カム凹部と対向する側に第１Ａ湾曲カム凸部及び第１Ｂ湾曲カム凸部を有する第１カ
ムフォロワーと、前記第１Ａ湾曲カム凹部及び第１Ｂ湾曲カム凹部と前記第１Ａ湾曲カム
凸部及び第１Ｂ湾曲カム凸部とを圧接する第１弾性手段とで構成し、前記第２吸込み手段
は、前記第２ヒンジシャフトを回転可能に挿通させて設けたところの前記カムプレートの
軸受孔の周りに設けた第２Ａ湾曲カム凹部及び第２Ｂ湾曲カム凹部と、前記第２ヒンジシ
ャフトに回転を規制されて取り付けられ、前記第２Ａ湾曲カム凹部及び前記第２Ｂ湾曲カ
ム凹部と対向する側に第２Ａ湾曲カム凸部及び第２Ｂ湾曲カム凸部を有する第２カムフォ
ロワーと、前記第２Ａ湾曲カム凹部及び第２Ｂ湾曲カム凹部と前記第２Ａ湾曲カム凸部及
び第２Ｂ湾曲カム凸部とを圧接する第２弾性手段とで構成したことを特徴とする、請求項
１に記載の２軸ヒンジ。
【請求項５】
　前記２軸ヒンジは、前記フリクショントルク発生手段の連結部材を兼ねる第１フリクシ
ョンプレートから先の本体部分に被せるヒンジケースを有し、このヒンジケースはその内
部に設けた取付部を前記本体部分に取付ネジを介して着脱可能に取り付けたことを特徴と
する、請求項３に記載の２軸ヒンジ。
【請求項６】
　前記請求項１～５に各記載の２軸ヒンジを用いたことを特徴とする、端末機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノートパソコンやモバイルパソコン、ＰＤＡなどの端末機器の第１筐体と第
２筐体を相対的に開閉する際に用いて好適な２軸ヒンジに関する。
【背景技術】



(3) JP 6355233 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

【０００２】
　キーボード部を設けた第１筐体とディスプレイ部を設けた第２筐体を有するノートパソ
コンやモバイルパソコン、PDAなどの端末機器においては、第１筐体と第２筐体を上下方
向へ開閉可能に連結する１軸からなる１軸ヒンジと、第１筐体と第２筐体を上下方向へ９
０°から１８０°開いた後、さらに水平方向へ第２筐体を第１筐体に対して回転できるよ
うにするための２軸から成る２軸ヒンジとがある。本発明はこの２軸ヒンジに関する。
【０００３】
　従来、このような構成の２軸ヒンジとして、下記特許文献１に記載されたものが公知で
ある。この特許文献１に記載の２軸ヒンジは、第１の部材（第１筐体）に取り付けたシャ
フトと、第２の部材（第２筐体）に取り付けたシャフトを、連結アームで連結すると共に
各シャフトにフリクショントルク発生手段を設け、さらにリンクアームを設けたものであ
るが、第１の部材と第２の部材を１８０°以上開くことができるようには構成されていず
、また、第１の部材と第２の部材を規則性を持って開閉できるようには構成されていない
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０６３０３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、ノートパソコンなどの端末機器に求められるニーズは多様化し、それに合わせて
端末機器の持つ機能も多様化している。そんな中で、例えばノートパソコンとして使用で
きる以外に、同時にタブレットとして機能も有するようにするために、端末機器を構成す
る第１筐体と第２筐体をヒンジを介して０°の閉成状態から３６０°の全開成状態まで一
方の筐体の開閉操作時には他方の筐体の開閉操作を規制できるように、また、開閉操作の
順番を第１筐体か第２筐体のいずれか一方に規制できるように、所定の規則性を持って開
閉することができるように成したヒンジが求められている。
【０００６】
　そこで、本願出願人は、先の特許出願（特願２０１２－１２３０９３号）で、第１筐体
と第２筐体を上下方向へ１８０°ずつ合計で３６０°開くことができるように構成した２
軸ヒンジを提案した。この発明はこれはこれで有用性を持っていることに違いはないが、
その後、さらに小刻みに開閉角度調節をすることができるように成したものが求められる
ことになった。
【０００７】
　そこで本出願人は、このようなさらなる要望に応えることのできる２軸ヒンジを提案し
た（特願２０１３－２４７５４２号）。この２軸ヒンジの構成は、第１筐体側へ取り付け
られる第１ヒンジシャフトと、第２筐体側へ取り付けられる第２ヒンジシャフトとを、少
なくとも第１連結部材と第２連結部材で平行状態に連結して互いに回転可能に設け、第１
ヒンジシャフトと第２ヒンジシャフトとの間に、当該第１ヒンジシャフトと当該第２ヒン
ジシャフトを選択的に回転させる第１選択的回転規制手段と第２選択的回転規制手段を設
け、これらの第１選択的回転規制手段と第２選択的回転規制手段により、第１筐体と第２
筐体を所定の順序で開閉することができるように成して、閉成状態の０°から全開成状態
の３６０°までの間をその開閉方向を複数段階に切り替えて開閉できるように成したもの
である。
【０００８】
　この発明において、第１選択的回転規制手段を、第２連結部材と第１ヒンジシャフト及
び第２ヒンジシャフトを回転可能に挿通させたスライドガイド部材との間に、上下方向へ
スライド可能に設けたところの下部と上部に第１カム凸部と第２カム凸部を有するロック
部材と、このロック部材を挟んで前記第１ヒンジシャフトと前記第２ヒンジシャフトをそ
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れぞれ挿通係合させ互いにそれぞれ第１Ａカム凹部及び第１Ｂカム凹部と第２Ａカム凹部
及び第２Ｂカム凹部を有する第１Ａロックカム部材及び第１Ｂロックカム部材とで構成し
、第２選択的回転規制手段を、前記第１ヒンジシャフト及び前記第２ヒンジシャフトにそ
れぞれ回転を拘束されて取り付けられた第２Ａロックカム部材及び第２Ｂロックカム部材
と、これらの第２Ａロックカム部材及び第２Ｂロックカム部材の間に回転可能に設けられ
、その回転角度によって前記第２Ａロックカム部材及び第２Ｂロックカム部材と係合する
移動ストッパーと、前記第１ヒンジシャフトと第２ヒンジシャフトに回転可能に取り付け
られ前記移動ストッパーと係合させられると共に、第１Ａ弾性手段と第１Ｂ弾性手段によ
って前記第２Ａロックカム部材と前記第２Ｂロックカム部材に圧接させられる第１ストッ
パーレバー及び第２ストッパーレバーとで構成したものである。
【０００９】
　しかるに、この先願発明の２軸ヒンジは、構成部品が多く構造もかなり複雑となるため
、製造コストが高くなるという問題が新たに生じた。ノートパソコンのような端末機器の
製造メーカーが、その構成部品に求めるコストダウンの要請は非常に厳しいものがある。
【００１０】
　そこで本発明の目的は、キーボード部を有する第１筐体とディスプレイ部を有する第２
筐体とを相対的に０°の閉成状態から３６０°の全開成状態に渡って所定の順序でその開
閉方向を複数段階に切り替えて開閉することのできる２軸ヒンジにおいて、前記第１筐体
と第２筐体を任意の開閉角度で安定停止状態で保持でき、吸込み機能も保持できるという
要望を満たしつつ、構成部品を極力省略し、構造を簡単にして製造コストの安価な２軸ヒ
ンジを提供せんとするにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記した目的を達成するために請求項１に記載の２軸ヒンジは、端末機器の第１筐体と
第２筐体を互いに相対的に開閉させる２軸ヒンジであって、前記第１筐体側へ取り付けら
れる第１ヒンジシャフトと、前記第２筐体側へ取り付けられる第２ヒンジシャフトとを複
数の連結部材で平行状態に連結して互いに回転可能に設け、前記第１ヒンジシャフトと前
記第２ヒンジシャフトを選択的に回転させる選択的回転規制手段を有するものにおいて、
前記選択的回転規制手段を、前記第１ヒンジシャフトと前記第２ヒンジシャフトをそれぞ
れ回転可能に挿通させて対置させた連結部材の間に上下動可能に設けた第１ロック・解除
部材と、この第１ロック・解除部材を挟んで上部側と下部側に前記第１ヒンジシャフトと
前記第２ヒンジシャフトにそれぞれ回転を規制されて設けられた第１Ａロックカム部材と
第１Ｂロックカム部材とから成る第１選択的回転規制手段と、この第１選択的回転規制手
段に隣接して設けたところの前記第１ヒンジシャフトと前記第２ヒンジシャフトをそれぞ
れ回転可能に挿通させて対置させた連結部材の間に上下動可能に設けた第２ロック・解除
部材と、この第２ロック・解除部材を挟んで上部側と下部側に前記第１ヒンジシャフトと
前記第２ヒンジシャフトにそれぞれ回転を規制されて設けられた第２Ａロックカム部材と
第２Ｂロックカム部材とから成る第２選択的回転規制手段と、で構成し、前記第１選択的
回転規制手段と前記第２選択的回転規制手段によって、前記第１筐体と前記第２筐体を所
定の順序でその開閉方向を複数段階に切り替えて開閉させて、閉成状態の０°から全開成
状態の３６０°に渡って複数の開成角度毎に開閉できるように成したことを特徴とする。
【００１２】
　請求項２発明に係る２軸ヒンジは、請求項１発明に係る２軸ヒンジに加えて、第１スト
ッパー手段と第２ストッパー手段とから成るストッパー手段を有し、前記第１ストッパー
手段は、前記第１選択的回転規制手段と前記第２選択的回転規制手段のいずれかの連結部
材を兼ねるストッパープレートの下部側に設けた第１ストッパー片と、前記第１Ａロック
カム部材或は第２Ａロックカム部材の外周の前記第１ストッパー片と対置する位置に設け
た第１突起部とで構成し、前記第２ストッパー手段は、前記連結部材を兼ねるストッパー
プレートの上部側に設けた第２ストッパー片と、前記第１Ｂロックカム部材或は第２Ｂロ
ックカム部材の外周の前記第２ストッパー片と対置する位置に設けた第２突起部と、で構
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成したことを特徴とする。
【００１３】
　請求項３発明に係る２軸ヒンジは、請求項１と２発明に加えて、第１フリクショントル
ク発生手段と第２フリクショントルク発生手段から成るフリクショントルク発生手段を有
し、前記第１フリクショントルク発生手段は、前記連結部材を兼ねる第１フリクションプ
レートと、この第１フリクションプレートに対向させて設けた他の連結部材を構成する第
２フリクションプレートとの間に前記第１ヒンジシャフトに回転を規制させて取り付けた
第１フリクションワッシャーと、前記第１フリクションプレートと第２フリクションプレ
ートを前記第１フリクションワッシャーを挟んでその両側に圧接させる第１弾性手段とで
構成し、前記第２フリクショントルク発生手段は、前記第１フリクションプレートと前記
第２フリクションプレートの間に前記第２ヒンジシャフトに回転を規制させて取り付けた
第２フリクションワッシャーと、前記第１フリクションプレートと第２フリクションプレ
ートを前記第２フリクションワッシャーを挟んでその両側に圧接させる第２弾性手段とで
構成したことを特徴とする。
【００１４】
　請求項４発明に係る２軸ヒンジは、それぞれ請求項１～３に係る２軸ヒンジに加えて、
第１吸込み手段と第２吸込み手段から成る吸込み手段を有し、前記第１吸込み手段は、前
記第１ヒンジシャフトを回転可能に挿通させて設けたところのカムプレートの軸受孔の周
りに設けた第１Ａ湾曲カム凹部及び第１Ｂ湾曲カム凹部と、前記第１ヒンジシャフトに回
転を規制されて取り付けられ、前記第１Ａ湾曲カム凹部及び前記第１Ｂ湾曲カム凹部と対
向する側に第１Ａ湾曲カム凸部及び第１Ｂ湾曲カム凸部を有する第１カムフォロワーと、
前記第１Ａ湾曲カム凹部及び前記第１Ｂ湾曲カム凹部と前記第１Ａ湾曲カム凸部及び前記
第１Ｂ湾曲カム凸部とを圧接する第１弾性手段とで構成し、前記第２吸込み手段は、前記
第２ヒンジシャフトを回転可能に挿通させて設けたところの前記カムプレートの軸受孔の
周りに設けた第２Ａ湾曲カム凹部及び第２Ｂ湾曲カム凹部と、前記第２ヒンジシャフトに
回転を規制されて取り付けられ、前記第２Ａ湾曲カム凹部及び前記第２Ｂ湾曲カム凹部と
対向する側に第２Ａ湾曲カム凸部及び第２Ｂ湾曲カム凸部を有する第２カムフォロワーと
、前記第２Ａ湾曲カム凹部及び前記第２Ｂ湾曲カム凹部と前記第２Ａ湾曲カム凸部及び前
記第２Ｂ湾曲カム凸部とを圧接する第２弾性手段とで構成したことを特徴とする、請求項
１に記載の２軸ヒンジ。
【００１５】
　請求項５発明に係る２軸ヒンジは、請求項１～４発明に係る２軸ヒンジに加えて、前記
フリクショントルク発生手段の連結部材を兼ねる第２ストッパープレートから先の本体部
分に被せるヒンジケースを有し、このヒンジケースはその内部に設けた取付部を前記本体
部分に取付ネジを介して着脱可能に取り付けたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項６発明に係る端末機器は、前記請求項１～６に各記載の２軸ヒンジを用いたこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は以上のように構成したので、請求項１発明によれば、構成部品を従来のものよ
りは省略した簡単な構成とした上で、第１選択的回転規制手段と第２選択的回転規制手段
によって、第１ヒンジシャフトと第２ヒンジシャフトを所定の順序でその回転方向を切り
替えて回転させることにより、第１筐体と第２筐体を閉成状態の０°から全開成状態の３
６０°の範囲に渡って所定の順序でその開閉方向を複数段階に切り替えて開閉させること
ができるものである。
【００１８】
　次に、請求項２発明によれば、構成部品を従来のものよりは省略した簡単な構成とした
上で、第１選択的回転規制手段と第２選択的回転規制手段によって、第１ヒンジシャフト
と第２ヒンジシャフトを所定の順序で回転させることにより、第１筐体と第２筐体を閉成



(6) JP 6355233 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

状態の０°から全開成状態の３６０°の範囲にわたって所定の順序で規則的に選択開閉さ
せることができた上で、第１ヒンジシャフトと第２ヒンジシャフトの回転角度をストッパ
ー手段によって規制することにより、第１ヒンジシャフトと第２ヒンジシャフトの回転方
向を所定の回転角度に規制し、第１筐体と第２筐体を所定の順序で切り替えて開閉させる
ことができるものである。
【００１９】
　また、請求項３発明によれば、構成部品を従来のものよりは省略した簡単な構成とした
上で、第１選択的回転規制手段と第２選択的回転規制手段によって、第１ヒンジシャフト
と第２ヒンジシャフトを所定の順序で回転させることにより、第１筐体と第２筐体を閉成
状態の０°から全開成状態の３６０°の範囲にわたって所定の順序で規則的に開閉させる
ことができた上で、フリクショントルク発生手段によって、回転トルクが創出され、開閉
時の操作感覚をしっくりとしたものにし、さらに任意の開閉角度において、第１筐体と第
２筐体を停止保持させることができるものである。
【００２０】
　また、請求項４発明によれば、構成部品を従来のものよりは省略した簡単な構成とした
上で、第１選択的回転規制手段と第２選択的回転規制手段によって、第１ヒンジシャフト
と第２ヒンジシャフトを所定の順序で回転させることにより、第１筐体と第２筐体を閉成
状態の０°から全開成状態の３６０°の範囲にわたって所定の順序で規則的に開閉させる
ことができた上で、吸込み手段によって、所定の開閉角度において第１筐体と第２筐体を
自動的に開閉方向へ回転付勢させて、停止させるクリック操作感覚を操作者に与えること
ができる。さらに、第１筐体と第２筐体の間に両者を閉成状態で保持するラッチ手段を設
けない場合には、第１筐体と第２筐体がその閉成状態において、自然に開いてしまうのを
防止する機能を営むことができるものである。
【００２１】
　また、請求項５発明によれば、２軸ヒンジの本体部分をヒンジケースで外部から見えな
いようになることから、２軸ヒンジの外観がすっきりとしたものになるという効果を奏し
得る。
【００２２】
　そして、請求項６のように構成すると、第１筐体と第２筐体を所定の順序で回転方向を
切換、規則性を持って所定角度づつ合計で最大３６０°に渡って開閉できる端末機器を提
供できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る２軸ヒンジを取り付けた、例えば端末機器の１例であるノートパソ
コンを示し、(ａ)は第２筐体を第１筐体に対して開いた状態を前方から見た斜視図であり
、（ｂ)は第１筐体と第２筐体を閉じた状態を後方から見た斜視図である。
【図２】本発明に係る２軸ヒンジの本体部分からヒンジケースを外して見た斜視図である
。
【図３】本発明に係る２軸ヒンジの分解斜視図である。
【図４】本発明に係る２軸ヒンジの第１ヒンジシャフトの平面図である。
【図５】本発明に係る２軸ヒンジの第２ヒンジシャフトの平面図である。
【図６】本発明に係るフリクショントルク発生手段の第２フリクションプレートを兼ねる
第４連結部材の部分の斜視図である。
【図７】本発明に係る２軸ヒンジのフリクショントルク発生手段の第１フリクションプレ
ートと第２選択的回転規制手段の第３ガイド部材を兼ねる第３連結部材の側面図である。
【図８】本発明に係る２軸ヒンジの選択的回転規制手段の第１ロック・解除部材と第２ロ
ック・解除部材を示し、（ａ）はその斜視図、（ｂ）その側面図である。
【図９】本発明に係る２軸ヒンジの第１選択的回転規制手段の第１Ａロックカム部材を示
し、（ａ）はその斜視図、（ｂ）その側面図である。
【図１０】本発明に係る２軸ヒンジの第１選択的回転規制手段の第１Ｂロックカム部材を
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示し、（ａ）はその斜視図、（ｂ）その側面図である。
【図１１】本発明に係る２軸ヒンジの第２選択的回転規制手段の第２Ａロックカム部材を
示し、（ａ）はその斜視図、（ｂ）その側面図である。
【図１２】本発明に係る２軸ヒンジの第２選択的回転規制手段の第２Ｂロックカム部材を
示し、（ａ）はその斜視図、（ｂ）その側面図である。
【図１３】本発明に係る２軸ヒンジのフリクショントルク発生手段の第１及び第２フリク
ションワッシャーの側面図である。
【図１４】本発明に係る２軸ヒンジのストッパー手段のストッパープレートと選択的回転
規制手段の第２ガイド部材を兼ねる第２連結部材を示し、(ａ)はその斜視図、(ｂ)その側
面図である。
【図１５】本発明に係る２軸ヒンジの選択的回転規制手段の第１ガイド部材と吸込み手段
のカムプレートを兼ねる第１連結部材示し、(ａ)はその側面図、(ｂ)その斜視図である。
【図１６】本発明に係る２軸ヒンジの吸込み手段の第１カムフォロワーと第２カムフォロ
ワーを示し、（ａ）はその側面図、（ｂ）はその斜視図である。
【図１７】本発明に係る２軸ヒンジのヒンジケースを示し、（ａ）はその側面図、（ｂ）
は（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。
【図１８】本発明に係る２軸ヒンジのストッパー手段の動作説明図であり、(ａ)は第１筐
体と第２筐体の閉成状態の状態を示し、(ｂ)は第１筐体と第２筐体をそれぞれ１８０°開
いた状態を示している。
【図１９】本発明に係る２軸ヒンジの動作開始前の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対
する閉成状態の角度０°の状態を説明するためのもので、（ａ）は第１選択的回転規制手
段の状態を示し、（ｂ）は第２選択的回転規制手段の状態を示す。
【図２０】本発明に係る２軸ヒンジの動作中の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対する
閉成状態の角度０°から９０°に至るまでの動作途中の４５°の状態を説明するためのも
ので、（ａ）は第１選択的回転規制手段の状態を示し、（ｂ）は第２選択的回転規制手段
の状態を示す。
【図２１】本発明に係る２軸ヒンジの動作中の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対する
開成角度９０°の状態を説明するためのもので、（ａ）は第１選択的回転規制手段の状態
を示し、（ｂ）は第２選択的回転規制手段の状態を示す。
【図２２】本発明に係る２軸ヒンジの動作中の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対する
開成角度９０°から１８０°に至るまでの動作途中の１３５°の状態を説明するためのも
ので、（ａ）は第１選択的回転規制手段の状態を示し、（ｂ）は第２選択的回転規制手段
の状態を示している。
【図２３】本発明に係る２軸ヒンジの動作中の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対する
開成角度１８０°の状態を説明するためのもので、図２２の状態から第２筐体が第１筐体
に対して反時計方向へ回転して１８０°となったものを９０°反時計方向へ回転させて表
示した。その中で（ａ）は第１選択的回転規制手段の状態を示し、（ｂ）は第２選択的回
転規制手段の状態を示す。
【図２４】本発明に係る２軸ヒンジの動作中の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対する
開成角度１８０°から２７０°に至るまでの動作途中の２２５°状態を説明するためのも
ので、（ａ）は第１選択的回転規制手段の状態を示し、（ｂ）は第２選択的回転規制手段
の状態を示している。
【図２５】本発明に係る２軸ヒンジの動作中の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対する
開成角度２７０°の状態を説明するためのもので、（ａ）は第１選択的回転規制手段の状
態を示し、（ｂ）は第２選択的回転規制手段の状態を示している。
【図２６】本発明に係る２軸ヒンジの動作中の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対する
開成角度２７０°から３６０°に至るまでの動作途中の３１５°の状態を説明するための
もので、（ａ）は第１選択的回転規制手段の状態を示し、（ｂ）は第２選択的回転規制手
段の状態を示している。
【図２７】本発明に係る２軸ヒンジの動作中の状態、つまり第２筐体の第１筐体に対する
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開成角度３６０°の状態を説明するためのもので、図２６の状態から第１筐体が時計方向
へ回転して第２筐体に対して閉じられた状態のものを９０°右側へ回転させて表示した。
その中で（ａ）は第１選択的回転規制手段の状態を示し、（ｂ）は第２選択的回転規制手
段の状態を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に本発明に係る２軸ヒンジを、端末機器の１例であるノートパソコンに用いた場合
の実施例について、図面に基づいて説明するが、本発明に係る２軸から１８０°以上の範
囲で開閉可能に連結される第１筐体と第２筐体を有するモバイルパソコン、ＰＤＡ等の端
末機器、その他のものにも用いることができるものである。
【００２５】
　図１（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る２軸ヒンジを用いた端末機器の１例としてのノー
トパソコン１を示す。このノートパソコン１は、キーボード部２ａを設けた第１筐体２と
、ディスプレイ部３ａを設けた第２筐体３の各後部の左右個所を、本発明に係る一対の２
軸ヒンジ４と５で開閉可能に連結されている。
【００２６】
　２軸ヒンジ４と５の構成は、両者共に同じ構成であるので、以下その一方の指示記号４
のもののみを説明し、他方の指示記号５で示したものの説明は省略する。勿論、動作に支
障がない場合には、指示記号５で示した２軸ヒンジの構成を別なものとしても良い。
【００２７】
　図２～図１７は、本発明に係る２軸ヒンジ４の一実施例を示す。とくに図２～図５にお
いて、指示記号１０と１２で示したものは、第１ヒンジシャフトと第２ヒンジシャフトで
ある。このうち第１ヒンジシャフト１０からその構成を説明すると、とくに図３と図４に
示したように、その一端部側から断面扁平形状を呈し、その表面に取付孔１０ｂ、１０ｂ
、１０ｂを設けた取付板部１０ａと、この取付板部１０ａに続いて設けられた円形軸部１
０ｃと、この円形軸部１０ｃに続いて設けられた当該円形軸部１０ｃよりやや小径の断面
略楕円形状を呈した第１変形軸部１０ｄと、この第１変形軸部１０ｄに続いて設けられた
ところの当該第１変形軸部１０ｄよりもやや小径の同じく断面略楕円形状を呈して成る第
２変形軸部１０ｅと、この第２変形軸部１０ｅに続いて設けられた雄ネジ部１０ｆとから
構成されている。
【００２８】
　取付板部１０ａには、とくに図２に示したように、第１取付プレート１１が取り付けら
れており、この第１取付プレート１１の取付板部１０ａへの取付方法は、とくに図３に示
したように、第１ヒンジシャフト１０の取付孔１０ｂ、１０ｂ、１０ｂと第１取付プレー
ト１１の取付孔１１ａ、１１ａ、１１ａを通したフランジ部付の取付ピン１０ｇ、１０ｇ
、１０ｇの各端部をかしめることによってなされている。そして、第１取付プレート１１
は、当該第１取付プレート１１に設けた取付孔１１ｂ、１１ｂ・・を介して、図示してな
い取付ネジを用いて第１筐体２の上面側へ取り付けられる構成である。尚、取付ピン１０
ｇ、１０ｇ、１０ｇはこれを取付ネジとしてもよい。
【００２９】
　次に、指示記号１２で示したものは、第１ヒンジシャフト１０に対して上下方向へ平行
に配置される第２ヒンジシャフトであり、この第２ヒンジシャフト１２は、とくに図３と
図５に示したように、その一端部側から断面扁平形状を呈し、その表面に取付孔１２ｂ、
１２ｂ、１２ｂを設けた取付板部１２ａと、この取付板部１２ａに続いて設けられた円形
軸部１２ｃと、この円形軸部１２ｃに続いて設けられた当該円形軸部１２ｃよりやや小径
の断面略楕円形状を呈した第１変形軸部１２ｄと、この第１変形軸部１２ｄに続いて設け
られたところの当該第１変形軸部１２ｄよりもやや小径の同じく断面略楕円形状を呈して
成る第２変形軸部１２ｅと、この第２変形軸部１２ｅに続いて設けられた雄ネジ部１２ｆ
とから構成されている。
【００３０】
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　取付板部１２ａには、とくに図２と図３に示したように、第２取付プレート１３が取り
付けられており、この第２取付プレート１３の取付板部１２ａへの取付方法は、第２ヒン
ジシャフト１２の取付孔１２ｂ、１２ｂ、１２ｂと第２取付プレート１３の取付孔１３ａ
、１３ａ、１３ａを通したフランジ部付の取付ピン１２ｇ、１２ｇ、１２ｇの各端部をか
しめることによってなされている。そして、第２取付プレート１３は、当該第２取付プレ
ート１３に設けた取付孔１３ｂ、１３ｂ・・を介して、図示してない取付ネジを用いて第
１筐体２の下面側へ取り付けられている。取付ピン１２ｇ、１２ｇ、１２ｇはこれを取付
ネジとしてもよい。
【００３１】
　本実施例のものは、とくに図２と図３に示したように、第１ヒンジシャフト１０に取り
付けられて、外周に複数の突起部８ａ、８ａ・・を設けたキーボード用の取付用筒体８が
設けられている。この取付用筒体８の一端部に後述するフリクショントルク発生手段２５
の第２フリクションプレートを構成する第４連結部材２６が取り付けられている。この第
４連結部材２６は、側面略瓢箪形状を呈しており、その上下部に第１ヒンジシャフト１０
と第２ヒンジシャフト１２を回転可能に挿通させる第４Ａ軸受孔２６ａと第４Ｂ軸受孔２
６ｂを設けられている。この取付用筒体８は、キーボードを浮き上がらせるための帯状の
プレートを巻き付けるためのものであり、その巻付け状態を示す図面並びに詳細な説明は
省略する。
【００３２】
　次に、まず、選択的回転規制手段１４について説明する。この選択的回転規制手段１４
は、第１選択的回転規制手段１４ａと第２選択的回転規制手段１４ｂとから構成されてい
る。第１選択的回転規制手段１４ａは、とくに図１５に示したように、第１ヒンジシャフ
ト１０と第２ヒンジシャフト１２の各第１変形軸部１０ｄ、１２ｄを回転可能に挿通させ
る第１Ａ軸受孔１５ａと第１Ｂ軸受孔１５ｂを有し、中央部を縊らせてガイド部１５ｃを
設けたことにり側面略瓢箪形状を呈したところの第１連結部材を兼ねる第１ガイド部材１
５と、とくに図１４に示したように、この第１ガイド部材１５に対向させて設けたところ
の、第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシャフト１２の各第１変形軸部１０ｄ、１２ｄ
を回転可能に挿通させた第２Ａ軸受孔１６ａと第２Ｂ軸受孔１６ｂを有し、中央部を縊ら
せてガイド部１６ｃを設けたことにより側面略瓢箪形状を呈したところの第２連結部材を
兼ねる第２ガイド部材１６と、とくに図８に示したように、上下位置に第１Ａ凸部１７ａ
と第１Ｂ凸部１７ｂを有し、前後位置にそれぞれ第１ガイド部材１５のガイド部１５ｃと
第２ガイド部材１６のガイド部１６ｃと上下方向へスライド可能に係合する一対のガイド
溝１７ｃ、１７ｄを設けた平面略Ｈ形状を呈した第１ロック・解除部材１７と、とくに図
図２と図３と図９に示したように、この第１ロック・解除部材１７の下部に位置して第１
ガイド部材１５と第２ガイド部材１６の間に挟まれつつ、その中心部軸方向に設けた変形
挿通孔１８ａへ第１ヒンジシャフト１０の第１変形軸部１０ｄと挿通係合させると共に、
外周に第１湾曲凹部１８ｂを設けた第１Ａロックカム部材１８と、とくに図２と図３と図
１０に示したように、第１ロック・解除部材１７の上部に位置して同じく第１ガイド部材
１５と第２ガイド部材１６の間に挟まれ、その中心部軸方向に設けた変形挿通孔１９ａを
第２ヒンジシャフト１２の第１変形軸部１２ｄと挿通係合させると共に、外周に第１凹部
１９ｂを設けた第１Ｂロックカム部材１９と、で構成されている。尚、この第１ガイド部
材１５のガイド部１５ｃからは外方向に向かって、ヒンジケース６を取り付ける取付ネジ
６ｅ用の雌ネジ孔１５ｋを設けた突出部１５ｄが設けられている。
【００３３】
　第１選択的回転規制手段１４ａに隣接して第２選択的回転規制手段１４ｂが設けられて
いる。この第２選択的回転規制手段１４ｂは、とくに図１４に示したように、第１ヒンジ
シャフト１０と第２ヒンジシャフト１２の各第１変形軸部１０ｄ、１２ｄを回転可能に挿
通させた第２Ａ軸受孔１６ａと第２Ｂ軸受孔１６ｂを有し、中央部を縊らせることにより
ガイド部１６ｃを設けた側面略瓢箪形状を呈したところの第２連結部材を兼ねる第１選択
的回転規制手段１４ａの第２ガイド部材１６と、図３と図７に示したように、この第２ガ
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イド部材１６に対向させて設けたところの、第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシャフ
ト１２の各第１変形軸部１０ｄ、１２ｄを回転可能に挿通させた第３Ａ軸受孔２０ａと第
３Ｂ軸受孔２０ｂを有し、中央部を縊らせることによりにガイド部２０ｃを設けた側面略
瓢箪形状を呈したところの第３連結部材を兼ねる第３ガイド部材２０と、とくに図３と図
図８に示したように、上下位置に第２Ａ凸部２１ａと第２Ｂ凸部２１ｂを有し、前後位置
にそれぞれ第２ガイド部材１６のガイド部１６ｃと第３ガイド部材２０のガイド部２０ｃ
と上下方向へスライド可能に係合する一対のガイド溝２１ｃ、２１ｄを設けた平面略Ｈ形
状を呈した第２ロック・解除部材２１と、とくに図３と図１１に示したように、この第２
ロック・解除部材２１の下部に位置して第２ガイド部材１６と第３ガイド部材２０の間に
挟まれ、その中心部軸方向に設けた変形挿通孔２２ａを第１ヒンジシャフト１０の第１変
形軸部１０ｄと挿通係合させると共に、外周に第２湾曲凹部２２ｂを設けた第２Ａロック
カム部材２２と、とくに図３に示したように、第２ロック・解除部材２１の上部に位置し
て同じく第２ガイド部材１６と第３ガイド部材２０の間に挟まれ、とくに図１２に示した
ように、その中心部軸方向に設けた変形挿通孔２３ａを第２ヒンジシャフト１２の第１変
形軸部１２ｄと挿通係合させると共に、外周に第２凹部２３ｂを設けた第２Ｂロックカム
部材２３と、で構成されている。
【００３４】
　第１湾曲凹部１８ｂと第２湾曲凹部２２ｂの大きさは、図９と図１１に示したように、
両者共に約９０°の幅を持っている。第１凹部１９ｂと第２凹部２３ｂの大きさは、それ
ぞれ第１ロック・解除部材１７と第２ロック・解除２１に設けられた第１Ｂ凸部１７ｂと
第２Ｂ凸部２１ｂの大きさと同じである。第１湾曲凹部１８ｂ及び第２湾曲凹部２２ｂと
第１凹部１９ｂ及び第２凹部２３ｂの各位置関係は、図１９の(ａ)に示したように、第１
筐体２と第２筐体３が閉じられた角度０°の時に、第１Ａロックカム部材１８の第１湾曲
凹部１８ｂは、左斜め下方の位置にあって、当該第１Ａロックカム部材１８の外周が第１
Ａ凸部１７ａに当接しており、第１Ｂロックカム部材１９の第１凹部１９ｂは真下の位置
にあって、第１ロック・解除部材１７の第１Ｂ凸部１７ｂと係合している。また、(ｂ)に
示したように、第２Ａロックカム部材２２の第２湾曲凹部２２ｂは左斜め上方の位置にあ
って、その始端部を第２ロック・解除部材２１の第２Ａ凸部２１ａと係合しており、第２
Ｂロックカム部材２３の第２凹部２３ｂは上側を向き、その外周が第２Ｂ凸部２１ｂと当
接している。
【００３５】
　次に、第２選択的回転規制手段１４ｂに隣接して設けた第１ヒンジシャフト１０と第２
ヒンジシャフト１２の回転時に動作するフリクショントルク発生手段２５について説明す
る。このフリクショントルク発生手段２５は、第１フリクショントルク発生手段２５ａと
第２フリクショントルク発生手段２５ｂから成る。第１フリクショントルク発生手段２５
ａは、その上下部に第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシャフト１２を回転可能に挿通
させる第３Ａ軸受孔２０ａと第３Ｂ軸受孔２０ｂを設けたところの側面略瓢箪形状を呈し
た第３ガイド部材と第３連結部材を兼ねる第１フリクションプレート２０と、この第１フ
リクションプレート２０と対向して設けられた上述した第４連結部材を兼ねる第２フリク
ションプレート２６と、第１フリクションプレート２０と第２フリクションプレート２６
の間に介在させたところの第１ヒンジシャフト１０の第１変形軸部１０ｄを挿通係合させ
た変形挿通孔２７ａを設けた第１フリクションワッシャー２７と、後述する弾性手段３４
の第１弾性手段３４ａとで構成されている。
【００３６】
　第２フリクショントルク発生手段２５ｂは、その上下部に第１ヒンジシャフト１０と第
２ヒンジシャフト１２の各第１変形軸部１０ｄ、１２ｄを回転可能に挿通させる第３Ａ軸
受孔２０ａと第３Ｂ軸受孔２０ｂを設けたところの側面略瓢箪形状を呈した第３ガイド部
材と第３連結部材を兼ねる第１フリクションプレート２０と、この第１フリクションプレ
ート２０と対向して設けられた上述した第４連結部材を兼ねる第２フリクションプレート
２６と、この第２フリクションプレート２６と第１フリクションプレート２０との間に介
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在させたところの第２ヒンジシャフト１２の第１変形軸部１２ｄを挿通係合させた変形挿
通孔２８ａを有する第２フリクションワッシャー２８と、後述する弾性手段３４の第２弾
性手段３４ｂとで構成されている。
【００３７】
　各第１フリクションワッシャー２７と第２フリクションワッシャー２８には、とくに図
１３に示したように、その面部にそれぞれ潤滑オイル溜用の４個の小孔２７ｂ、２７ｂ、
２７ｂ、２７ｂと２８ｂ、２８ｂ、２８ｂ、２８ｂが設けられている。このフリクション
トルク発生手段２５には、上述したように第１弾性手段３４ａと第２弾性手段３４ｂから
成る弾性手段３４の弾力が作用しており、第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシャフト
１２の回転時に第１フリクションワッシャー２７と第２フリクションワッシャー２８の両
側にフリクショントルクを発生させ、第１筐体２と第２筐体３の開閉操作時に、その操作
フィーリングの質を高め、第１筐体２と第２筐体３をフリーストップに停止させる機能を
持っている。
【００３８】
　次に、第１選択的回転規制手段１４ａに設けた第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシ
ャフト１２の回転角度を規制するストッパー手段２４について説明する。このストッパー
手段２４は、図３と図１８に示したように、第１ストッパー手段２４ａと第２ストッパー
手段２４ｂとから成る。このうち第１ストッパー手段２４ａは、とくに図９に示したよう
に、第１Ａロックカム部材１８の変形挿通孔１８ａの外側に軸方向へ突出させて設けたと
ころの円弧状を呈した第１突起部１８ｃと、とくに図１４に示したように、第２連結部材
と第２ガイド部材を兼ねるストッパープレート１６の下側に位置する第２Ａ軸受孔１６ａ
の外側に設けた第１ストッパー片１６ｄとから成り、第１ヒンジシャフト１０の回転角度
を１８０°に規制するものである。第２ストッパー手段２４ｂは、とくに図１０に示した
ように、第１Ｂロックカム部材１９の変形挿通孔１９ａの外側に軸方向へ突出させて設け
たところの円弧状を呈した第２突起部１９ｃと、とくに図１４に示したように、第２連結
部材と第２ガイド部材を兼ねるストッパープレート１６の上側に位置する第２Ｂ軸受孔１
６ｂの外側に設けた第２ストッパー片１６ｅとから成り、第２ヒンジシャフト１２の回転
角度を１８０°に規制するものである。
【００３９】
　次に、とくに図３に示したように、ストッパー手段２４に隣接して吸込み手段３１が設
けられている。この吸込み手段３１は、下側の第１ヒンジシャフト１０側の第１吸込み手
段３１ａと、上側の第２ヒンジシャフト１２側の第２吸込み手段３１ｂとから成る。まず
、第１吸込み手段３１ａは、とくに図１５と図１６に示したように、第１連結部材と第１
選択的回転規制手段１４ａの第１ガイド部材を兼ねるカムプレート１５の下側の第１Ａ軸
受孔１５ａの周囲の外周と内周に設けて設けた大小の第１Ａ湾曲カム凹部１５ｅ及び第１
Ｂ湾曲カム凹部１５ｆと、その変形挿通孔３２ａへ第１ヒンジシャフト１０の第２変形軸
部１０ｅを挿通係合させると共に、その側面の外外周と内内周に設けた大小の第１Ａ湾曲
カム凸部３２ｂ及び第１Ｂ湾曲カム凸部３２ｃを、第１Ａ湾曲カム凹部１５ｅ及び第１Ｂ
湾曲カム凹部１５ｆと対向させて設けた第１カムフォロワー３２と、この第１カムフォロ
ワー３２に接して設けた弾性手段３４の第１弾性手段３４ａとで構成されている。この第
１弾性手段３４ａは、その中心部軸方向に設けた各挿通孔３５ａへ第１ヒンジシャフト１
０の第２変形軸部１０ｅを挿通させて設けた複数の第１皿バネ３５と、この第１皿バネ３
５に接してその中心部軸方向に設けた変形挿通孔３７ａに第１ヒンジシャフト１０の第２
変形軸部１０ｅを挿通係合させて設けた第１押え用ワッシャー３７と、第１ヒンジシャフ
ト１０の第２変形軸部１０ｅの自由端部側に設けた雄ネジ部１０ｆに捻子着させた第１締
付ナット３９とで構成されている。
【００４０】
　第２吸込み手段３１ｂは、第１連結部材と第２選択的回転規制手段１４ｂの第２ガイド
部材を兼ねるカムプレート１５の上側の第１Ｂ軸受孔１５ｂの周囲の外周と内周に設けた
大小の第２Ａ湾曲カム凹部１５ｇ及び第２Ｂ湾曲カム凹部１５ｈと、第２ヒンジシャフト
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１２の第２変形軸部１２ｅを挿通係合させると共に、その一側面のカムプレート１５の外
周と内周に設けた大小の第２Ａ湾曲カム凸部１５ｇ及び第２Ｂ湾曲カム凸部１５ｈを、そ
の変形挿通孔３３ａへ第１ヒンジシャフト１０の第２変形軸部１０ｅを挿通係合させると
共に、第２Ａ湾曲カム凸部３３ｂ及び第２Ｂ湾曲カム凸部３３ｃと対向させて設けた第２
カムフォロワー３３と、この第２カムフォロワー３３に接して設けた弾性手段３４の第２
弾性手段３４bとで構成されている。この第２弾性手段３４ｂは、その中心部軸方向に設
けた各挿通孔３６ａへ第２ヒンジシャフト１２の第２変形軸部１２ｅを挿通させて設けた
複数の第２皿バネ３６と、この第２皿バネ３６に接してその中心部軸方向に設けた変形挿
通孔３８ａに第２ヒンジシャフト１２の第２変形軸部１２ｅを挿通係合させて設けた第２
押え用ワッシャー３８と、第２ヒンジシャフト１２の第２変形軸部１２ｅの自由端部側に
設けた雄ネジ部１２ｆに捻子着させた第２締付ナット４０とで構成されている。
【００４１】
　次に、本発明に係る２軸ヒンジ４の本体部分４ａは、ヒンジケース６に収容される構成
である。このヒンジケース６は、とくに図２と図３及び図１６に示したように、断面長孔
形状を示した筒状のものであり、その内部にその中央部を横切って取付孔６ａを設けた取
付部６ｂが設けられている。ヒンジケース６の中には第１ヒンジシャフト１０と第２ヒン
ジシャフト１２に取り付けた第４連結部材を兼ねる第２フリクションプレート２６から先
の本体部分４ａが収容される。さらに、取付部６ｂの上下部には２軸ヒンジ４の第１ヒン
ジシャフト１０側の第１吸込み手段３１ａを挿通させる第１挿通孔６ｃと、第２ヒンジシ
ャフト１２側の第２吸込み手段３１ｂを挿通させる第２挿通孔６ｄが設けられている。こ
のヒンジケース６は、取付孔６ａを通した取付ネジ６ｅを第１連結部材１５の突出部１５
ｄに設けた雌ネジ孔１５ｋへネジ着することによって、２軸ヒンジ４へ取り付けられてい
る。
【００４２】
　そして、図１（ｂ）に示したように、指示記号７のものは、もう一方の２軸ヒンジ５の
ヒンジケースである。各ヒンジケース６と７は、とくに図１（ｂ）に示したように、第１
筐体２と第２筐体３に設けた収容凹部２ｂと３ｂ内に収容されている。
【００４３】
　　次に、上記した本発明に係る２軸ヒンジ４の動作について以下に説明する。まず、本
発明に係る２軸ヒンジ４は、端末機器の１例であるノートパソコン１を構成する第１筐体
２と第２筐体３を相対的に開閉させる２軸ヒンジである。その特徴は、第１筐体２側へ第
１取付プレート１１を介して取り付けられる第１ヒンジシャフト１０と、第２筐体３側へ
第２取付プレート１３を介して取り付けられる第２ヒンジシャフト１２とを、第１連結部
材１５から第４連結部材２６に至る４枚の連結部材によって互いに平行状態で回転可能に
連結させる構成である。しかしながら、第１連結部材１５は第１選択的回転規制手段１４
ａの第１ガイド部材と吸込み手段３１のカムプレートを兼ね、第２連結部材１６は第１選
択的回転規制手段１４ａと第２選択的回転規制手段１４ｂの第２ガイド部材及びストッパ
ー手段２４のストッパープレートを兼ね、第３連結部材２０は第２選択的回転規制手段１
４ｂの第３ガイド部材とフリクショントルク発生手段２５の第１フリクションプレートを
兼ね、そして、第４連結部材２６はフリクショントルク発生手段２５の第２フリクション
プレートを兼ねることから、本明細書では、それぞれの手段を説明する箇所では、連結部
材とせずそれぞれの手段の部材名で記載する場合がある。尚、各第１連結部材１５から第
４連結部材２６の枚数に限定はない。本明細書においては、第１筐体２と第２筐体３を相
対的に開閉させると、選択的回転規制手段１４の第１選択的回転規制手段１４ａと第２選
択的回転規制手段１４ｂが、図１９～図２７に示したように、所定の順序で第１ヒンジシ
ャフト１０と第２ヒンジシャフト１２をその回転方向を複数段階に切り替えて回転させて
、第１筐体２と第２筐体３を途中で開閉方向を切り替えてそれぞれ合計で１８０°づつ開
閉できるように構成し、相対的に閉成状態の０°から全開成状態の３６０°の範囲に渡っ
て開閉できるようにした点にある。しかしながら、その開閉順序は、下記実施例のものに
限定されない。また、以上のことは、第１選択的回転規制手段１４ａ、第２選択的回転規



(13) JP 6355233 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

制手段１４ｂ、ストッパー手段２４及びフリクショントルク発生手段２５を各連結部材の
間に配列する順序に限定があるわけではなく、下記する実施例以外の配列方法であっても
よい。したがって、以上の記載から明らかなように、本願特許請求の範囲では、連結部材
は第１～第４というように限定せず、単に連結部材としてある。
【００４４】
　次に、第１筐体２と第２筐体３の開閉動作をさらに詳しく説明すると、まず、第１筐体
２と第２筐体３が閉じられた図１に示した閉成状態の０°においては、図１９の（ａ）に
示したように、第１選択的回転規制手段１４ａの第１ロック・解除部材１７の第１Ａ凸部
１７ａは、第１Ａロックカム部材１８の外周面と当接しており、第１Ｂ凸部１７ｂは第１
Ｂロックカム部材１９の第１凹部１９ｂと係合している。他方、同図１９の（ｂ）に示し
たように、第２選択的回転規制手段１４ｂの第２ロック・解除部材２１の第２Ａ凸部２１
ａは、第２Ａロックカム部材２２の第２湾曲凹部２２ｂの一端部側と係合しており、第２
Ｂロックカム部材２３の外周面は第２ロック・解除部材２１の第２Ｂ凸部２１ｂと当接し
ている。
【００４５】
　したがって、この０°閉成状態においては、図１９の（ａ）に示したように、第２ヒン
ジシャフト１２は、時計方向と反時計方向のどちらの側にも回転できないが、（ａ）と（
ｂ）に示したように、第１ヒンジシャフト１０が時計方向にのみ回転できることになるか
ら、第２筐体３に対して第１筐体２が第１ヒンジシャフト１０と共に時計方向へ回転して
開かれる。このようにして、第１ヒンジシャフト１０の時計方向の回転がなされ、第１筐
体２が第２筐体３に対して時計方向へ４５°まで開かれた状態は、図２０（ａ）（ｂ）に
示してある。
【００４６】
　次に、図２０（ａ）（ｂ）の状態から、第１筐体２が第２筐体３に対し、さらに９０°
まで開かれた状態は、図２１（ａ）（ｂ）に示してある。図面によれば、この状態におい
て、第１選択的回転制御手段１４ａの第１ロック・解除部材１７の第１Ａ凸部１７ａは、
（ａ）に示したように、第１Ａロックカム部材１８の第１湾曲凹部１８ｂと対向し、第１
Ｂ凸部１７ｂが第１Ｂロックカム部材１９の第１凹部１９ｂと係合している。したがって
、（ａ）を見ただけであると、第１筐体２が引き続き時計方向に回転して開かれるように
見えるが、（ｂ）に示したように、第２選択的回転規制手段１４ｂの第２ロック・解除部
材２１の第２Ａ凸部２１ａが、第２Ａロックカム部材２２の第２湾曲凹部２２ｂの終端部
と係合している上に、第２Ｂ凸部２１ｂが第２Ｂロックカム部材２３の外周に当接してい
ることから、第１ヒンジシャフト１０のさらなる時計方向の回転は規制されることになる
。したがって、今度は第２ヒンジシャフト１２が、反時計方向へ回転することを許容され
ているので、第２筐体３が第１筐体２に対して反時計方向へ回転して開かれることになる
。このように、第２筐体３が第１筐体２に対して９０°から１８０°の方向へ開かれ、合
計で１３５°まで開かれた状態は、図２２（ａ）（ｂ）に示されている。
【００４７】
　第２筐体３が第１筐体２に対して合計で１８０°まで開かれた状態は、図２３（ａ）（
ｂ）に示してある。この図２３は図２２に示した状態から左側に９０度回転させて表示し
てある。この状態においては、第１筐体２はここでは図示してないキーボード側を上に向
け、第２筐体３は同じく図示してないディスプレイ側を上側に向けた状態となる。この開
成角度において、（ａ）に示したように、１選択的回転規制手段１４ａの第１ロック・解
除部材１７の第１Ａ凸部１７ａは、第１Ａロックカム部材１８の第１湾曲凹部１８ｂに嵌
入して係合しており、第１Ｂ凸部１７ｂは第１Ｂロックカム部材１９の外周と当接してい
る。また、（ｂ）によれば、第２選択的回転規制手段１４ｂの第２ロック・解除部材２１
の第２Ａ凸部２１ａは、第２Ａロックカム部材２２の第２湾曲凹部２２ｂ内に嵌入して係
合状態にあるが、第２Ｂ凸部２１ｂは第２Ｂロックカム部材２３の外周に当接している。
したがって、第１ヒンジシャフト１０は時計方向と反時計方向のどちらの側にも回転を規
制されているが、第２ヒンジシャフト１２は時計方向と反時計方向のどちらの側にも回転
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可能であるので、さらに第２ヒンジシャフト１２を反時計方向へ回転させて第２筐体３を
第１筐体２に対して開くことができる。このように、第２筐体３が第１筐体２に対して２
７０°方向へ反時計方向へ回転して行き合計で２２５°まで開かれた状態は、図２４（ａ
）（ｂ）に示されている。
【００４８】
　第２筐体３が第１筐体２に対してさらに反時計方向へ開かれて行き、合計で２７０°ま
で開かれた状態は、図２５（ａ）（ｂ）に示してある。この状態においては、（ａ）に示
したように、第１選択的回転規制手段１４ａの第１ロック・解除部材１７の第１Ａ凸部１
７ａは、第１Ａロックカム部材１８の第１湾曲凹部１８ｂ内に嵌入して係合しているが、
第１Ｂ凸部１７ｂは第１Ｂロックカム部材１９の外周部に当接している、他方、（ｂ）に
よれば、第２選択的回転規制手段１４ｂの第２ロック・解除部材２１の第２Ａ凸部２１ａ
は、第２Ａロックカム部材２２の第２湾曲凹部２２ｂ内に嵌入しており、第２Ｂ凸部２１
ｂは第２Ｂロックカム部材２３の第２凹部２３ｂと間隙を置いて対向している。したがっ
て、第２ヒンジシャフト１２はさらに反時計方向へ回転可能に見えるが、図１８の（ｂ）
に示したように、この第２ヒンジシャフト１２が１８０°回転した状態においては、第２
ストッパー手段２４ｂのストッパープレート１６に設けた第２ストッパー片１６ｅに第１
Ｂロックカム部材１９の第２突起部１９ｃが当接して、それ以上の第２ヒンジシャフト１
２の反時計方向の回転を規制するので、第２筐体３を第１筐体２に対してさらに反時計方
向へ開くことはできない。他方、図２５（ａ）（ｂ）に示したように、第１ヒンジシャフ
ト１０の時計方向の回転は規制されていないことから、今度は第１筐体２が第２筐体３に
対して時計方向へ回転して開かれることになる。この第１ヒンジシャフト１０が時計方向
に回転して第１筐体２が第２筐体３に対して時計方向に開かれて、合計で３１５°まで開
かれた状態は、図２６（ａ）（ｂ）に示してある。
【００４９】
　第１筐体２が第２筐体３に対して時計方向へ９０°回転して合計で３６０°まで開かれ
た状態は、図２７（ａ）（ｂ）に示してある。この図２７の状態は、図２６に示した状態
から右側に９０°回転させて表示してある。この状態においては、第１筐体２と第２筐体
３は、それぞれの裏側において重なり合った状態となり、第２筐体３を図示したように上
側に向けると、ノートパソコン１をタブレットのようにして使用することが可能となるも
のである。
【００５０】
　次に、第１筐体２と第２筐体３の３６０°の全開成状態から、第１筐体２と第２筐体３
を閉じて０°の元位置に戻す場合について説明する。この閉成操作は、図２７から図１９
へと逆に辿って行けば理解できる。第１筐体２と第２筐体３の全開成状態を示す図２７（
ａ）（ｂ）によれば、第１ヒンジシャフト１０の反時計方向の回転のみが許容されており
、第２ヒンジシャフト１２の時計方向の回転は規制されているので、まず、第１筐体２が
第２筐体３に対して反時計方向へ回転して閉じられる。図２５（ａ）（ｂ）は、第１筐体
２が第２筐体３に対して９０°反時計方向へ回転して閉じられた状態を示している。この
閉成状態になると、第１ヒンジシャフト１０の反時計方向の回転は規制され、今度は第２
ヒンジシャフト１２の時計方向の回転が許容されるので、第２筐体３が第１筐体２に対し
て時計方向へ１８０°回転して、図２１（ａ）（ｂ）に示したように、第１筐体２に対し
て９０°の閉成角度まで閉じられる。この閉成角度まで閉じられると、第２ストッパー手
段２４ｂによって、第２ヒンジシャフト１２の回転は規制されるので、今度は第１ヒンジ
シャフト１０の反時計方向の回転が許容され、第１筐体２が第２筐体３に対して反時計方
向へ回転して図１９に示した全閉成状態の０°まで閉じられることになる。この閉成角度
になると、図１９の（ｂ）に示したように、この第１ヒンジシャフト１０が１８０°回転
したことになり、第１ストッパー手段２４ａの第１ストッパー片１６ｄに第１Ａロックカ
ム部材１８の第１突起部１８ｃが当接して、それ以上の第１ヒンジシャフト１０の反時計
方向の回転を規制するので、第１筐体２を第２筐体３に対してさらに反時計方向へ回転さ
せることはできない。
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【００５１】
　以上の第１筐体２と第２筐体３の相対的開閉動作中において、フリクショントルク発生
手段２５の第１フリクショントルク発生手段２５ａと第２フリクショントルク発生手段２
５ｂの各第１フリクションワッシャー２７と第２フリクションワッシャー２８は、第１ヒ
ンジシャフト１０と第２ヒンジシャフト１２の交互の回転動作時にそれぞれ追随して回転
し、第３連結部材である第１フリクションプレート２０と第４連結部材を兼ねる第２フリ
クションプレート２６との間でフリクショントルクを発生させ、第１筐体２と第２筐体３
の開閉動作時の任意の角度における安定停止作用を行うことができるものである。
【００５２】
　さらに、吸込み手段３１の第１吸込み手段３１ａと第２吸込み手段３１ｂは、第１筐体
２と第２筐体３の０°と３６０°の開閉角度の少し手前から、第１カムフォロワー３２の
第１Ａ湾曲カム凸部３２ｂ及び第１Ｂ湾曲カム凸部３２ｃと第２カムフォロワー３３の第
２Ａ湾曲カム凸部３３ｂ及び第２Ｂ湾曲カム凸部３３ｃが、第１連結部材を兼ねるカムプ
レート１５の第１Ａ湾曲カム凹部１５ｅ及び第１Ｂ湾曲カム凹部１５ｆと第２Ａ湾曲カム
凹部１５ｇ及び第２Ｂ湾曲カム凹部１５ｈに落ち込むことにより吸込み機能を発揮し、第
２筐体３を第１筐体２に対して自動的に開成方向と閉成方向へ回転付勢させるものである
。また、吸込み手段３１によって、所定の開閉角度において第１筐体２と第２筐体３を自
動的に開閉方向へ回転付勢させて、停止させるクリック操作感覚を操作者に与えることが
できる。さらに、第１筐体２と第２筐体３の間に両者を閉成状態で保持するラッチ手段を
設けない場合には、第１筐体２と第２筐体３がその閉成状態において、自然に開いてしま
うのを防止するラッチ手段としての機能を営むことができるものである。
【００５３】
　よって、以上の説明から明らかなように、本願発明に係る２軸ヒンジ４は、第１筐体２
と第２筐体３をそれぞれ第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシャフト１２を介して交互
に１８０°づつ開閉させて合計で０°から３６０°の開閉操作を可能としたものであるが
、その開閉角度にとくに限定はない。
【００５４】
　そして、ノートパソコンをそれ本来の用い方で用いることができた上で、第１筐体２を
第２筐体３に対して時計方向に折り曲げ、或は第２筐体を第１筐体に対して反時計方向折
り曲げて、略Ｌ時形状にしたり、山形状にしたり、重ね合わせて平板状としたりして、第
２筐体３を操作者側に向けてタブレットとして種々多様な用い方をすることができるもの
である。
【００５５】
　尚、その他の実施例としては、弾性手段３４に用いている第１及び第２皿バネ３５と３
６は、これをスプリングワッシャー、圧縮コイルスプリング、或は弾性を備えたゴムを始
めとする合成樹脂製のものなどに代えることが可能である。また、ヒンジケース６や７は
、これがなくともとくに２軸ヒンジ４、５の機能に支障は生じないが、このヒンジケース
６や７があると、２軸ヒンジ４や５をノートパソコン１へ取り付けた際に、ストッパー手
段２４や選択的回転規制手段１４や、フリクショントルク発生手段２５及び吸込み手段３
１等が外部へ露出することがないので、外観上すっきりとしたものになるという利点があ
る。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は以上のように構成したので、とくにノートパソコンのような端末機器やその他
のもので、第１筐体と第２筐体を所定の順序に従って開き、相対的に３６０°の範囲で開
閉させる場合の２軸ヒンジとして好適に用いられるものであるが、とくにノートパソコン
を同時にタブレットとしても用いるものに用いて好適である。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　ノートパソコン
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　２　　第１筐体
　３　　第２筐体
　４　　２軸ヒンジ
　４ａ　本体部分
　５　　２軸ヒンジ
　６　ヒンジケース
　６ｂ　取付部
　６ｅ　取付ネジ
　７　ヒンジケース
　１０　第１ヒンジシャフト
　１２　第２ヒンジシャフト
　１４　選択的回転規制手段
　１４ａ　第１選択的回転規制手段
　１４ｂ　第２選択的回転規制手段
　１５　第１連結部材（第１ガイド部材、カムプレート）
　１５ａ　第１Ａ軸受孔
　１５ｂ　第１Ｂ軸受孔
　１５ｅ　第１Ａ湾曲カム凹部
　１５ｆ　第１Ｂ湾曲カム凹部
　１５ｇ　第２Ａ湾曲カム凹部
　１５ｈ　第２Ｂ湾曲カム凹部
　１６　第２連結部材（第２ガイド部材、ストッパープレート）
　１６ａ　第２Ａ軸受孔
　１６ｂ　第２Ｂ軸受孔
　１６ｄ　第１ストッパー片
　１６ｅ　第２ストッパー片
　１７　第１ロック・解除部材
　１８　第１Ａロックカム部材
　１８ｃ　第１突起部
　１９　第１Ｂロックカム部材
　１９ｃ　第２突起部
　２０　第３連結部材（第３ガイド部材、第１フリクションプレート）
　２０ａ　第３Ａ軸受孔
　２０ｂ　第３Ｂ軸受孔
　２１　第２ロック・解除部材
　２２　第２Ａロックカム部材
　２３　第２Ｂロックカム部材
　２４　ストッパー手段
　２４ａ　第１ストッパー手段
　２４ｂ　第２ストッパー手段
　２５　フリクショントルク発生手段
　２５ａ　第１フリクショントルク発生手段
　２５ｂ　第２フリクショントルク発生手段
　２６　第４連結部材（第２フリクションプレート）
　２６ａ　第４Ａ軸受孔
　２６ｂ　第４Ｂ軸受孔
　２７　第１フリクションワッシャー
　２８　第２フリクションワッシャー
　３１　吸込み手段
　３１ａ　第１吸込み手段
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　３１ｂ　第２吸込み手段
　３２　第１カムフォロワー
　３２ｂ　第１Ａ湾曲カム凸部
　３２ｃ　第１Ｂ湾曲カム凸部
　３３　第２カムフォロワー
　３３ｂ　第２Ａ湾曲カム凸部
　３３ｃ　第２Ｂ湾曲カム凸部
　３４ａ　第１弾性手段
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